
 

 

千葉市監査委員告示第１０号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、定期監査及

び財政援助団体等監査の結果に基づき講じた措置について、別添のとおり千葉市長から通

知がありましたので、公表します。 

 

    平成２８年１０月３１日 

 

千葉市監査委員 清 水 謙 司 

同       宮 原 清 貴 

同       酒 井 伸 二 

同       石 井 茂 隆



 

 

２８千総総第２１００号 

平成２８年１０月２７日 

 

 千葉市監査委員 清 水  謙 司 様 

 同       宮 原 清 貴 様 

 同       酒 井 伸 二 様 

 同       石 井 茂 隆 様 

 

千葉市長 熊 谷 俊 人   

 

 

監査の結果に基づき講じた措置について（通知） 

 

 平成２６年度監査報告第１０号並びに平成２７年度監査報告第８号及び第１０号により 

報告のあった監査の結果に基づき講じた措置について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１９９条第１２項の規定により別紙のとおり通知します。 



 

 

報告書番号 ２６監査報告第１０号 

監査の種類 財政援助団体等監査 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

（１）出資団体 

ア 株式会社 千葉マリンスタジアム 

(ア) 諸規程の整備を適正に行うべきもの     

組織及び業務分掌規程第９条による

と、会社の組織は、総務経理部、受託業

務スタジアム管理部、受託事業受託業務

部、コミュニティ事業部、プラザ事業部、

動物公園事業部となっている。また、経

理規程第５条によると、会計及び財務に

関する事務の適正化を図るため総務部

長を統括責任者としている。 

しかしながら、株式会社千葉マリンス

タジアムは、規程にない事業本部を設置

しているほか、総務部長の事務分掌を事

業本部長が行うなど規程と実態が異な

っていた。 

規程は、会社の組織及び業務分掌を明

確にし、業務の能率的運営及び責任体制

の確立並びに経営能率の向上に資する

ものであることから、株式会社千葉マリ

ンスタジアムは、諸規程の整備を適正に

行われたい。 

 

 

  

 

株式会社千葉マリンスタジアムにおける

諸規程については、平成２７年３月に公園緑

地部長から同社に対し、実態に合わせて整備

するよう指導した。 

 これを受け、同社は平成２８年１月１日に

組織体制の再編を実施するとともに、諸規程

の整備を適正に行った。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

報告書番号 ２７監査報告第１０号 

監査の種類 財政援助団体等監査 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

（１） 財政援助団体 

ア 千葉市公衆浴場組合 

  （ア）補助金の交付申請の審査を適正に

行うべきもの（保健福祉局高齢障害

部） 

「補助金の執行事務の適正化につ

いて」（平成１４年３月１日付け財政

部長通知）によると、「補助金の交付

時期は、補助事業の完了後を原則とす

る」とされ、「補助申請者より事前交

付申請があった場合には、概算払いに

より、一括または分割して事前交付す

ることができる」とされている。 

     また、千葉市補助金等交付規則第

３条によると、補助金の交付申請は、

申請書及び添付書類による提出とさ

れている。 

     しかしながら、地域のつどい・ふ

れあい入浴事業補助金については、

事前交付の申請に当たり、口頭で交

付希望時期を確認しており、書類に

よる申請がされていなかった。 

市は、補助金の交付申請の審査を

適正に行われたい。 

 

 

  

 

 

 

地域のつどい・ふれあい入浴事業補助金交

付要綱で定める補助金交付申請書を平成２８

年４月１日付けで改正し、「交付を受けたい時

期及び金額」欄を設けた。 

また、補助金の交付決定に際しては、交付

申請に係る書類の審査を適正に行っている。 

イ 一般社団法人 千葉市歯科医師会 

（ア）補助事業の変更に係る承認審査を 

適正に行うべきもの（保健福祉局健

康部） 

千葉市補助金等交付規則第５条第

１号によると、「補助事業等の内容、

経費の配分又は遂行計画の変更（市長

が認める軽微な変更を除く。）をする

場合においては、市長の承認を受ける

べきこと。」とされている。 

また、千葉市歯科医師会学術研修 

事業補助金交付要綱第６条第１号に

よると、「事業計画又は収支計画を変

更する場合は、あらかじめ承認を受け

 

 

 

 

補助事業の変更に係る承認審査の際には、

交付要綱に基づき適正に審査を行うよう、所

属長から職員に対し周知徹底を行った。 

また、平成２８年４月１日付けで、千葉市

歯科医師会学術研修事業補助金交付要綱を改

正し、変更承認を必要とする基準を「補助対

象経費の総額の１／６に相当する額以上の経

費の配分を変更する場合には、あらかじめ承

認を受けること」と明示した。 



 

 

ること。」とされている。 

しかしながら、千葉市歯科医師会学

術研修事業補助金においては、市長が

認める軽微な変更の基準が明示され

ていないことから、研修会開催に係る

事業計画の変更及び研修会参加費の

不用額を通信運搬費の不足額へ補填

することなどについて、市の承認を得

ていなかった。 

市は、補助事業の変更に係る承認 

審査を適正に行われたい。 

 

（２）公の施設の指定管理者 

ア 特定非営利活動法人 まちづくり

千葉・リベルタちば共同事業体 

（ア）備品の管理を適正に行うべきもの

（市民局市民自治推進部） 

    千葉市物品会計規則第２９条第２項

によると、「物品管理者は、管理する

備品の使用状況について、毎年度１回

以上、備品明細一覧表に記録されてい

る内容と照合して確認しなければなら

ない。」とされている。 

    しかしながら、千葉市民活動支援セ

ンターにおいて備品を備品明細一覧表

と照合したところ、現物を確認できな

いものが見受けられた。 

  市は、規則に基づき備品の管理を適

正に行われたい。 

 

 

 

  

 

 

備品の照合確認については、平成２８年度

取り扱い分より、規則等に基づき適正に行う

よう所属長から所属職員及び指定管理者に対

して周知徹底した。 

 また、管理等に係る備品と備品明細一覧表

に記載されている内容について照合確認を再

度行い、登録内容に相違があることが判明し

たものについては、訂正を行った。 

イ アクティオ株式会社 

（ア）再委託及び個別修繕の申請等の手

続きを適正に行うべきもの 

千葉市子ども交流館の管理に関す

る基本協定書第１６条第２項による

と、「指定管理者は、あらかじめ文書

による市の承諾を得て、かつ、関係法

令等の許容する範囲内において管理

業務の一部を再委託等することがで

きる。」とされている。また、同基本

協定書第３５条第３項によると、「指

定管理者は、維持管理計画に記載され

 

 

 

アクティオ株式会社における再委託及び個

別修繕の申請等手続については、平成２８年

３月に所管課長から同社に対し、千葉市子ど

も交流館の管理に関する基本協定書に基づき

適正に行うよう指導した。 

 これを受け、同社は、再委託及び個別修繕

の申請等手続きを適正に行っている。 



 

 

ていない管理施設の修繕で費用の支

出が見込まれるものを実施する必要

が生じた場合は、その旨を速やかに市

に通知するとともに、当該通知をした

日から１５日以内に、個別修繕計画書

に当該修繕に関する見積書を添えて

市に提出して、当該修繕の実施につい

て市と協議するものとする。」とされ

ている。 

しかしながら、子ども交流館の管理

業務については、再委託及び個別修繕

が行われていたにもかかわらず、申請

等の手続きが行われていなかった。 

指定管理者は、基本協定に基づき再

委託及び個別修繕の申請等の手続き

を適正に行われたい。 

 

（イ）月次事業報告の確認を適正に行

うべきもの（こども未来局こども

未来部） 

千葉市子ども交流館の管理に関す

る基本協定書第２３条第１項による

と、「指定管理者は、報告事項を日報

として記録するとともに、毎月１０日

までに前月の管理業務に係る報告事

項を記載した月次事業報告書を市に

提出するものとする。」とされており、

報告事項として管理業務の実施に係

る経費の収支状況に関する事項など

が定められている。 

また、同基本協定書第４９条による

と、「市は、第２３条第１項の規定に

より指定管理者から月次事業報告書

の提出があったときは、提出があった

日から１４日以内に、当該月次事業報

告書に指摘事項があるかどうかの確

認をするものとする。」とされている。 

しかしながら、月次事業報告書につ

いては、管理業務の実施に係る経費の

収支状況のうち、人件費や光熱水費な

どが報告されていなかったにもかか

わらず、その旨の指摘を行っていなか

った。 

 

 

 

月次事業報告書については、平成２８年１

月分から基本協定書に基づき適正に提出され

ていることを確認し、当該事業報告書の確認

結果について指定管理者に通知している。 

 

 



 

 

市は、基本協定に基づき月次事業報

告の確認を適正に行われたい。 

 

ウ 公益社団法人 千葉市民間保育園協

議会 

  （ア）事業計画及び事業報告の提出書類

を適正に整備すべきもの（こども未

来局こども未来部） 

    千葉市子育て支援館の管理に関する

基本協定書第２２条及び第２３条にお

いては、指定管理者が提出する事業計

画書及び事業報告書について定めてい

る。また、同基本協定書では、事業計

画書及び事業報告書における提出書類

を様式に定めている。 

    しかしながら、基本協定の報告事項

に定められている管理業務の実施に係

る経費の収支状況に関する事項などに

ついては、様式に定めておらず報告さ

れていなかった。 

市は、事業計画及び事業報告の提出

書類について、適正に整備されたい。 

 

 

 

 

 

 

公益社団法人千葉市民間保育園協議会にお

ける事業計画及び事業報告については、千葉

市子育て支援館の管理に関する基本協定書第

２２条及び第２３条に基づき、適正な書類が

提出されるよう「千葉市子育て支援館の管理

に関する基本協定変更協定書」を締結した。 

なお、平成２８年度事業計画書及び月次事

業報告書は、適正に提出されている。 

 


